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皆々様 
BCCで邪魔いたします。つなごう命の会の 矢ヶ﨑克馬 です。 

つつがなくお過ごしでしょうか？ 
皆々様のご健勝をお祈りします。 
拡散自由です。よろしくお願いいたします。 

 

１．基本的人権、国際秩序に基づいた、国連憲章に従う平和な世界 
時代が何世紀も逆戻りしたピサロのインカ帝国破壊そのものの、力の支配が世界に展開し 
ております。基本的人権を守る立場からは、武力による支配は絶対に許されません。 
今までは CIAなどが暗躍して政権転覆などを行ってきました。 
例えば、ウクライナの 2014年マイダンクーデターはアメリカは６０億ドルつぎ込んだと 
言われますが、あくまで現地民衆が決起したというたてまえで米国の関与は極秘状況でし
た。 
今回のイスラエルとトランプのイラン攻撃は国家が公然と「国家転覆」を言明し、しかも 
核問題での交渉中であり、さらに核兵器開発ではストッパーの役割をしていたとされる 
ハメネイ師を国家テロで殺害するというものでした。 
私たちは、戦争の惨害から市民を守り、基本的人権、国際秩序に基づいた、国連憲章に従 
う世界を求め続け、実践いたしましょう。 
 

２．原発事故１５周年、 

１５年前の放射能放出事故に際しては、被曝から健康を守るための日本の法律はれっきと 
して存在していました。 
原災対策特措法等に定められている政府の義務が放棄され、国際原子力ロビーの、原発産 
業を大事にした「被曝強制」路線が進められました。 
住民の健康を保護したうえで、故郷を捨てざるを得ないという深刻な課題に対処するもの 
ではありませんでした。 
国際原子力ロビーに政府が屈服した状態は、民衆の巨大な被曝悲劇をもたらしました。 
これも「力の支配」がもたらした「武力を伴わない」大虐殺（厚労省人口動態調査死亡統 
計）を伴うものでした。 
ただ「一般公衆」に気が付かれないように政府・国際ロビーにより、事実が隠匿されてい 
ます。 
きわめて恐ろしい事態が進んでいます。 



これは日本政府の進めている「武力により平和を守ろう」の実態を先取りした「放射線 

被曝版、集団的自衛権発動」の結果と言えます。 

 
今回の避難者通信は「自力避難」をやむなくさせられた森松明希子（福島→大阪・子ども 
2 人と母子で国内避難中）さんの、日本放射性リスク評価委員会設立総会での講演内容を 
ご紹介します。 
 

３．だれの子どもも被ばくさせない－「被ばくからの自由」と「避難の権利」 

森松明希子 

１． 大阪地裁判決を控える原告として 
 
 2026 年 9月 2日に大阪地方裁判所で判決を控えている森松明希子と申します。国と東京 
電力を被告とする国家賠償・民事損害賠償請求を 2013年 9 月に提起した「原発賠償関西 
訴訟」の原告団代表の森松明希子です。  
 
２． 母子避難―家族が分断された年月 

 
 私は、福島県郡山市から大阪市に 2 人の子どもを連れて、今日も母子避難を続けていま 
す。 夫を福島に残し、家族バラバラの生活ももうすぐ 15 年となります。 震災当時 0 歳と 
3 歳だった子どもたちも、今は 15 歳と 18 歳になりました。 中学 3 年生、高校 3 年生と 
いう多感な時期を迎えており、父親は健在であるにもかかわらず、人生について様々な相 
談やアドバイスを求めたくても子どもたちのそばに居られず、この 15 年間、子どもの成長 
を夫は毎日見ることができず、子育ての苦楽を私たち夫婦は共有することができませんで 
した。 子どもたちは、「家族が、一堂に集まり、楽しく会話をしながらリラックスして過 
ごす」という平穏な時間、すなわち家族団欒を一切合切失うことになりました。  
 
３． 放射能汚染が続く現実と「自力避難」の強いられ方 

 
 それでも、私たちが母子避難を続けているのは、2011 年 3月 11日に発生した東京電力 
福島第一原子力発電所の事故により福島県郡山市はもとより広範囲に放射性物質が降り注 
いだからです。 放射能汚染がそこに「ある」から避難を続けるのです。本来しなくてよい 
「被ばく」を避けたいから、そこから避難し続けているのです。 



 そして、「強制避難」ではないからこそ、苦肉の策としての「母子避難」を敢行している 
のです。強制避難区域の外側からも含め、現在わかっているだけでも 2 万 6,597 人（復興 
庁 2025 年 12月 5日「全国の避難者数」）が今なお避難を続けています。これほど多くの 
人々が実際に避難を続けていても、国はこの 15 年間、避難者を保護する制度や施策をほ 
ぼ何も実施して来ませんでした。 
 私たちは「自主避難」ではなく「自力避難」を強いられ、苦境に立たされて来ました。 
原因は、国策による原発事故の放射能汚染だと誰が見ても因果関係が明確であるにもかか 
わらず、原発避難の統計や母子避難の実態を正確に把握する努力もせず、差別や誹謗中傷 
の標的として晒され続けてきました。   
４． 絶対的被ばく拒否権―無用な被ばくを避ける権利 

 
 人には、無用な被ばくを避ける権利があります。被ばくを免れ健康を享受する権利は、生 
 命に関わる基本的人権であり、「少しも被ばくしたくない」という思いは誰にも否定でき  
ません。これが絶対的被ばく拒否権です。  
 
５． 選択的被ばく回避権―状況に応じた判断の自由 

 
 同時に、状況に応じて被ばく回避行動を選択する「選択的被ばく回避権」も認められる 
べきです。被ばく以外にも守るべき権利がある場合、その選択は個々人に委ねられるべき 
で あり、特に加害の側から押し付けられるものではありません。 
子どもは親の判断なしには 権利を行使できませんが、それによって被ばく拒否権が消え 

るわけではありません。避難制度が整わず避難したくてもできない人がいる一方、帰還政 
策が優先されることで望まない帰還を強いられる状況は、実質的な強制被ばくと言えま
す。  
 
６． 被ばく情報コントロール権―知る権利 

 
さらに、無用な被ばくを避けるためには、自らの被ばくに関する情報を知り、管理する 

「被 ばく情報コントロール権」が不可欠です。放射能は目に見えず、低線量は五感で察知 
でき ません。どれだけ被ばくしたのかを知る権利は市民の側にあります。しかし福島第一 
原発 事故直後、放射能の漏えい量や被ばく状況といった最も知りたい情報は即時に提供 
されず、 後になって被ばくの事実を突きつけられることが繰り返されました。知って被ば 
くするこ とと、知らされずに被ばくさせられることは全く意味が異なります。  
 
７． 基準引き上げの不当性と「自主避難」という誤解 

 



私は、パニックを起こして避難をしたわけではありません。 2011 年 3月 11 日、その日 
に存在していた基準・規範に基づいて避難することを判断し、客観的な汚染の事実と照ら 
し合わせて避難を続けたいと申し上げているのです。  
通常一般人の公衆被ばく限度が年間１ミリシーベルトだったものを、3.11後に年間２０ 

ミリシーベルトに引き上げて（ゆるめて）、それで大丈夫と言われても、納得も許容もでき 
るはずがありません。なぜ福島だけ高い被ばく線量を受け入れなければならないのでしょ 
うか？ これは、明らかな差別です。  
もう一点、「自主避難」に対する誤った世論があります。それは、自主避難者は避難する 

か、しないかの選択肢があたかもあるかのように捉えられています。避難の選択をしたの 
は自由意思に基づいた自己責任であり、自分勝手に避難したのだから被害はないかのよう 
に理解されている点です。 

 これは明らかに誤りです。私たちは、避難するか、しないか、という選択肢を与えられ 
たのではなく、「放射能に被ばくし続けるか」、それとも「被ばくが嫌なら避難するか」と 
いう、どちらも選びたくない二つの苦痛を、平穏な生活の場で、強制的に選ばされたので 
す。 その被害について、何ひとつ触れずに、加害者が決めた「これくらいの被ばくなら大 
丈 夫だろう」「我慢せよ」という被害の押し付けに甘んじるつもりは毛頭ありません。 
 
８．分断を乗り越え「被ばくからの自由」の確立を 
 
 私のように避難した人も、避難せずとどまった人も、また、帰還した人も含め、多くの 
原発被害者、すなわち、核災害被災者が、15年経った今も苦しみの中にいます。加害者の 
側は、事故後、「これくらいの被ばくなら良いだろう」と都合よく基準を緩め、加害者の 
論理で一方的に被害者の 「線引き」を行い、被害者同士を分断させました。私たちは、 
「被ばくしたくない」「健康を享受したい」という、生命と生存に関わる根本的な権利を 
侵害されています。この尊厳を踏みにじる行為を、決して許してはなりません。   
日本の司法は、国が事故後に一方的に緩和した「安全基準」を追認し続けています。こ 

れは、「無用な被ばくを避ける権利」が、今の日本の法廷では尊重されていないことを意 
味します。放射線被ばくから免れ健康を享受するという基本的人権（絶対的被ばく拒否 
権・選択的被ばく回避 権・被ばく情報コントロール権を内容とする「被ばくからの自 
由」）を人類の普遍的な権利として確立できれば、全世界の核被害を根絶することが可能と 
なります。   
第二次世界大戦終結から 80 年以上経過し、ヒバクシャの言葉に世界が耳を傾ける今こ 

そ、広島、長崎、福島を経験した日本は、この「被ばくからの自由」という人権を確立す 
るためのリーダーとしての役割を果たすべきです。核の軍事利用・民間利用を問わず、ひ 
とたび核による事故が起きれば犠牲になるのは無辜の人々であり、とりわけ被ばくに脆弱 
な子どもたちです。国策の犠牲を次世代に強いることは、断じてあってはなりません。  



 
９．「被ばくからの自由」は普遍的な人権である 
 
 「被ばくからの自由」は普遍的な基本的人権であり、福島だけの問題ではありません。 
「子どもを守ろう！」という単純なメッセージでもありません。「避難の権利」は避難し 
た人たちの正当性を訴えているものでもないのです。  
核被害核の脅威にさらされたとき、被ばくを強いる側に立つのか、それとも権利・人権 

を守る側に立つのかが問われます。有事の時こそ、子どもを含むすべての人の基本的人権 
が奪われないよう、原発問題を通して核被害を人権問題として捉え直すことが必要です。 
「被ばくするか否かは私が決める」。この問いを市民社会で共有したいと私は考えていま 
す。  
 

４．原発賠償関西訴訟判決 

【注目してください】2026 年 9月 2日（水）10 時開廷 です。 
http://sandori2014.blog.fc2.com/blog-entry-3182.html 

 
公正な判決を求める署名＠原発賠償関西訴訟 

ご協力よろしくお願い申し上げます。 

 オンライン署名オンラインでもご協力いただけます。 
➡ https://c.org/RJw2WBVcXx 

ぜひよろしくお願い申し上げます。 
 

５．学習会のご案内 
つなごう命の会の定例学習会はしばらく休憩していますが、関連学習会のご案内です。 
そうぞ お気軽にご参加ください。  

 
JCRRA 主催 講演‣学習会（第３回） 

２０２６年３月２６日（木）午後７時３０分から９時 

（zoom にて開催） 

講師 遠藤順子医師 

題名 「放射線によるミトコンドリア障害と疾患」 

http://sandori2014.blog.fc2.com/blog-entry-3182.html
https://c.org/RJw2WBVcXx


お申し込みは 

https://x.gd/l9YDd  （Google フォーム） からどうぞ。 

 
つなごう命の会 矢ヶ﨑克馬 20260304 

https://x.gd/l9YDd

